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知
立
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
事
業
の
工

事
に
伴
い
、
ふ
れ
あ
い
広
場
自
転
車
駐
車

場（
無
料
）が
平
成
28
年
１
月
31
日
を
も
っ

て
閉
鎖
（
廃
止
）
さ
れ
ま
す
。

　

代
替
と
な
る
自
転
車
等
無
料
駐
輪
場

（
仮
称
）
駅
前
無
料
駐
輪
場
を
整
備
し
ま

す
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・�

廃
止
と
な
る
駐
輪
場　

ふ
れ
あ
い
広
場

自
転
車
駐
車
場
（
本
町
本
地
内
）

・�

代
替
と
な
る
駐
輪
場　

（
仮
称
）
駅
前

無
料
駐
輪
場

▼
代
替
駐
輪
場
使
用
開
始
日　

平
成
28
年

１
月
８
日
㈮

▼
代
替
駐
輪
場
場
所　

栄
一
丁
目
地
内

（
左
図
斜
線
部
）

▼
利
用
で
き
る
車
種　

自
転
車
、
原
動
機

付
自
転
車
、
自
動
二
輪

※�

ふ
れ
あ
い
広
場
自
転
車
駐
車
場
付
近
に

案
内
看
板
を
設
置
し
ま
す
の
で
、
そ
ち

ら
も
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

弾
道
ミ
サ
イ
ル
等
の
国
民
保
護
に
関
す

る
情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
す
る
た
め
、
市

内
同
報
無
線
設
備
お
よ
び
防
災
ラ
ジ
オ
で

訓
練
放
送
を
行
な
い
ま
す
。
ご
理
解
・
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
と
き　

11
月
25
日
㈬　

午
前
11
時

▼
と
こ
ろ　

市
内
全
域

▼
訓
練
内
容　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
使
用
し
、

同
報
無
線
お
よ
び
防
災
ラ
ジ
オ
で
訓
練
放

送
を
流
し
ま
す
。

　

飼
い
犬
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
狂
犬
病

予
防
法
に
よ
り
30
日
以
内
の
届
出
が
必
要

で
す
。
電
話
で
の
受
付
け
も
行
っ
て
い
ま

す
。
死
亡
に
限
ら
ず
、
犬
の
登
録
事
項
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
飼
い
主
の
住
所
・

氏
名
の
変
更
、
犬
の
所
在
地
の
変
更
等
）

も
、
速
や
か
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
届
出
書
は
環
境
課
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
無
料
配
布
を
始
め

た
「
愛
犬
マ
ナ
ー
ポ
ー
チ
」
が
、
残
り
わ

ず
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
す
で
に
使
用

さ
れ
て
い
る
人
か
ら
は
、「
散
歩
の
際
に

便
利
」、「
デ
ザ
イ
ン
が
か
わ
い
い
」
な
ど

の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

野
良
猫
の
糞
尿
や
鳴
き
声
な
ど
に
対
す

る
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
こ
れ
ら
の
猫
は
、
人
間
の
身

勝
手
に
よ
っ
て
捨
て
ら
れ
た
り
、
増
え
た

り
し
た
も
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
地
域
の
中
で
猫
を
「
適
正
管

理
す
る
」
こ
と
で
地
域
住
民
と
猫
と
の
共

生
を
図
る
「
地
域
猫
活
動
」
に
参
加
し
て

い
た
だ
け
る
人
を
募
集
し
ま
す
。
人
と
猫

が
共
生
す
る
す
ば
ら
し
い
ま
ち
を
、
一
緒

に
作
り
ま
し
ょ
う
。

※�

「
地
域
猫
」
と
は
、
野
良
猫
の
う
ち
、

そ
の
地
域
に
お
い
て
、
避
妊
ま
た
は
去

勢
手
術
、
餌
や
り
、
ト
イ
レ
の
設
置
お

よ
び
清
掃
等
が
実
施
さ
れ
、
適
切
に
管

理
さ
れ
て
い
る
猫
の
こ
と
で
す
。

※�

「
地
域
猫
活
動
」
と
は
、
地
域
住
民
が

主
体
と
な
っ
て
野
良
猫
に
、
避
妊
・
去

勢
手
術
を
施
し
て
こ
れ
以
上
増
え
な
い

よ
う
に
し
、
一
代
限
り
の
命
を
全
う
す

る
ま
で
そ
の
地
域
で
衛
生
的
に
管
理
を

す
る
こ
と
で
す
。

▼
活
動
場
所　

市
内
公
園
他

▼
活
動
内
容　

野
良
猫
を
減
ら
す
た
め
に
、

不
妊
・
去
勢
手
術
を
し
て
も
と
の
地
域
に

も
ど
す
等
を
行
う
と
と
も
に
、
適
切
な
餌

や
り
を
行
い
、糞
尿
の
清
掃
、里
親
探
し
、

啓
蒙
活
動
を
行
い
ま
す
。

▼
活
動
体
制　

市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
「
知
立
市
地
域
猫
の
会
」
と
、
県
・
市

と
連
携
し
た
地
域
猫
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

　

ご
み
の
分
別
方
法
が
一
部
変
更
と

な
り
ま
す
。

【
変
更
の
対
象
】

シ
ャ
ン
プ
ー
等
容
器
の
ポ
ン
プ
・
ノ

ズ
ル
部

【
分
別
区
分
】

・
変
更
前
「
不
燃
ご
み
」

・�

変
更
後
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器

包
装
ご
み
」

【
変
更
す
る
日
】

11
月
30
日
㈪

※�

平
成
26
年
度
以
前
に
作
ら
れ
た

「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
ご

み
袋
」
に
は
左
記
の
よ
う
な
表
記

が
あ
り
ま
す
が
、「
不
燃
ご
み
」

で
は
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

環
境
課�

ご
み
減
量
係

（
☎
（95）
０
１
２
６
）

ふれあい広場
自転車駐車場
（廃止）

（仮称）駅前無料駐輪場

ポンプ・ノズル
部分は外して
燃えないごみへ

ポンプ部も含めて、
プラスチック製
容器包装ごみへ

自
転
車
駐
車
場
︵
無
料
︶
が

移
転
し
ま
す

土
木
課�

管
理
係　
　
（
☎
（95）
０
１
５
５
）

国
民
保
護
の
情
報
伝
達
訓
練
の
た
め

同
報
無
線
放
送
を
実
施
し
ま
す

安
心
安
全
課�

防
災
係（
☎
（95）
０
１
６
０
）

飼
い
犬
の
手
続
き
を

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

環
境
課�
環
境
保
全
係（
☎
（95）
０
１
５
４
）

知
立
市
地
域
猫
の
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

環
境
課�

環
境
保
全
係（
☎
（95）
０
１
５
４
）

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

ご
み
の
分
別
に
つ
い
て
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犯
罪
に
よ
る
被
害
と
は
、
犯
罪
そ
の
も

の
に
よ
っ
て
心
や
身
体
が
傷
つ
く
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

被
害
者
、
そ
の
ご
家
族
・
ご
遺
族
は
、

そ
の
後
の
生
活
の
中
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

困
難
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

　

周
囲
の
人
が
、
犯
罪
被
害
者
等
の
こ
う

し
た
状
況
や
気
持
ち
を
よ
く
理
解
し
な
い

ま
ま
、
被
害
者
を
更
に
傷
つ
け
、
追
い
詰

め
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
犯
罪
被

害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
ご
理
解

と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

警
察
で
は
、
犯
罪
被
害
に
よ
り
心
に
傷

を
受
け
た
被
害
者
等
か
ら
の
相
談
に
対
応

す
る
相
談
専
用
電
話
「
ハ
ー
ト
フ
ル
ラ
イ

ン
」
を
設
置
し
、
臨
床
心
理
士
資
格
を
有

す
る
警
察
職
員
が
相
談
に
対
応
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
ハ
ー
ト
フ
ル
ラ
イ
ン
（
☎
０
５
２
（954）

８
８
９
７　

月
～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）

﹁A
ID

S
 IS

 N
O

T O
V

E
R

～
だ
か
ら
、
こ
こ
か
ら
～
﹂

　

エ
イ
ズ
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
）
に
感
染
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

お
こ
る
病
気
で
す
。
日
本
で
昨
年
新
た
に

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
が
報
告
さ
れ
た
の
は
１
千
人

を
超
え
、
感
染
に
気
づ
か
ず
に
エ
イ
ズ
を

発
症
し
た
新
規
エ
イ
ズ
患
者
報
告
数
は
過

去
最
多
の
455
件
に
上
り
ま
す
。

　

特
に
、
20
歳
代
の
新
規
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者

報
告
数
は
過
去
最
多
の
349
件
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

治
療
法
の
進
歩
に
よ
り
、
エ
イ
ズ
の
原

因
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て

も
、
早
期
に
治
療
を
始
め
れ
ば
長
く
生
き

て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

感
染
の
有
無
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
を
受
け

る
こ
と
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

12
月
６
日
㈰
に
は
、
休
日
の
即
日
検
査
も

実
施
し
ま
す
。
あ
な
た
と
あ
な
た
の
大
切

な
人
を
守
る
た
め
に
今
一
度
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
？

▼
検
査
機
関　

衣
浦
東
部
保
健
所

※�

詳
細
は
、
広
報
毎
月
16
日
号
の
健
康
ガ

イ
ド
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

障
害
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
て
い
る
間
に
、
一
定
の
障
害
の
状
態
に

該
当
し
、
か
つ
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病

気
や
け
が
に
つ
い
て
、
初
め
て
医
師
の
診

療
を
受
け
た
日
（
こ
れ
を
「
初
診
日
」
と

い
い
ま
す
。）
に
お
い
て
、
一
定
の
保
険

料
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る
人
が
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

支 給 要 件

次のいずれかに該当する場合
○初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険
料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である
こと
○初診日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に、保
険料の未納期間がないこと
○20歳前に初診日がある場合（本人に一定額以上の所得やほかに年
金の受給がある場合は、支給が制限される場合があります。）
○60歳以上65歳未満（年金に加入していない期間）で、日本国内に
住んでいる間に初診日があること
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除きます。

障害認定時

○初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内にその傷病
が固定した日（これを「障害認定日」といいます。）において、1級
または2級の障害の状態にあること
○65歳に達するまでの間に、1級または2級の障害の状態にあること

年 金 額

平成27年4月分から
【1級】975,100円＋子の加算額
【2級】780,100円＋子の加算額
子の加算額　第1子・第2子 各224,500円
　　　　　　第3子以降 各  74,800円

請求手続き
市役所窓口または年金事務所
※ 障害基礎年金を支給するか否かの審査は、年金事務所で行います。

詳しくは市役所窓口、年金事務所または医師とご相談ください。

（注）身体障害者手帳等の等級とは基準が異なります。

12
月
１
日
は﹁
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
﹂

衣
浦
東
部
保
健
所　

�（
☎
（21）
４
７
９
７
）

11
月
25
日
～
12
月
１
日
は

犯
罪
被
害
者
週
間
で
す

安
心
安
全
課�

防
犯
交
通
係

（
☎
（95）
０
１
１
５
）

も
し
も
、
病
気
や
け
が
で
障
が
い

が
残
っ
た
ら
⋮
障
害
基
礎
年
金

刈
谷
年
金
事
務
所　

�（
☎
（21）
２
１
１
５
）

国
保
医
療
課�

国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　

�（
☎
（95）
０
１
２
３
）
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ト
イ
レ
、
お
風
呂
な
ど
の
生
活
排
水
は

汚
水
処
理
施
設
（
下
水
道
・
浄
化
槽
）
に

よ
っ
て
、
き
れ
い
に
し
て
か
ら
川
や
海
に

流
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
汚
水
処
理

施
設
の
整
備
を
計
画
的
、
効
率
的
に
実
施

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
市
で
は
「
知
立

市
汚
水
適
正
処
理
構
想
（
原
案
）」
を
ま

と
め
ま
し
た
。

　

県
下
全
域
の
市
町
村
が
構
想
（
案
）
作

成
し
、
県
が
取
り
ま
と
め
、
全
県
域
汚
水

適
正
処
理
構
想
を
公
表
し
ま
す
。

　

市
の
構
想
（
原
案
）
に
対
す
る
市
民
の

皆
さ
ん
の
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
。

▼
縦
覧
期
間　

11
月
24
日
㈫
～
12
月
7
日

㈪　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
土･

日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所　

下
水
道
課（
市
役
所
２
階
）

▼
意
見
の
提
出
方
法

12
月
7
日
㈪
ま
で
に
①
住
所
②
氏
名
③
電

話
番
号
を
記
入
し
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ��

メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
、
下
水
道
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
意
見
の
提
出
先

知
立
市
役
所　

下
水
道
課

〒
472
―
８
６
６
６
（
住
所
不
要
）
下
水
道

課
宛

Ｆ
Ａ
Ｘ
（83）
１
２
６
４

Ｅ
メ
ー
ル��gesuido@

city.chiryu.lg.jp

▼
と
き　

平
成
28
年
１
月
６
日
㈬
～
３
月

10
日
㈭
（
毎
週
火
～
木
曜
日
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）

▼
と
こ
ろ　

岡
崎
市
産
業
人
材
支
援
セ
ン

タ
ー
（
岡
崎
市
羽
根
町
字
小
豆
坂
117
番
地

3
）

▼
内
容　

ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
を
使
用
し

た
文
書
作
成
や
表
作
成

▼
対
象　

障
害
者
手
帳
所
持
者
（
身
体
・

精
神
等　

車
椅
子
の
人
は
不
可
）

▼
定
員　

７
人
（
面
接
で
選
考
）

▼
受
講
料　

無
料

▼
申
込
み　

12
月
９
日
㈬
ま
で
に
、
公
共

職
業
安
定
所
へ
。

※�

受
講
に
は
安
定
所
で
の
求
職
登
録
が
必

要
で
す
。

　市では、新たな財源確保を目的に広報ちりゅう・市ホームページに掲載する有料広告を募集しています。掲載までの流れ、広
告規格等は次のとおりです。なお、広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。

【広報ちりゅう】
1．掲載枠、料金

掲載区分 掲載料金
大枠 縦125mm×横175mm 66,000円
中枠（横） 縦60mm×横175mm 33,000円
中枠（縦） 縦125mm×横84mm 33,000円
半枠 縦60mm×横84mm 16,500円

※ 掲載が6回連続した場合は、6回目の料金は無料になります。
2．掲載までの流れ
① 申請　掲載を希望する広報ちりゅうの発行日の1か月前まで

に、広報ちりゅう広告掲載申込書（市ホームページからダウ
ンロードできます。）に、「広報紙広告原稿作成要領」により
作成した原稿を添付して提出してください。

② 掲載の可否　申込書の提出を受け、掲載基準に照らし合わ
せて可否を決定します。

③ 掲載料の支払い　掲載が決定した後、指定の納付書で掲
載料金を支払ってください。

3．広告原稿データの作成
　配色は2色刷り（グレースケール）。データは Adobe Illust
rator 等を使用して（原稿作成要領に基づく）出力原稿とデー
タをあわせて提出してください。
　広告には、広告を告知するロゴを広告欄に入れますので縦
7mm×横10mmを空けておいてください。

【市ホームページ】
1．掲載内容
（1）掲載場所　知立市ホームページトップページ右側
（2）規　格　縦60ピクセル×横120ピクセル
（3）掲載料　1枠　月額10,000円（税込み）
　　  ただし、年間掲載広告（4月～3月）は、年額100,000円

（税込み）
※1か月単位とし、複数月の申込み可。
2．掲載までの流れ
① 申請　広告掲載月の前月10日までに、バナー広告掲載申込

書（市ホームページからダウンロードできます。）に、「知立市
ホームページバナー広告掲載募集要項」「知立市ホームペー
ジ広告掲載要領」により作成した原稿を添付して提出してく
ださい。

② 掲載の可否　申込書の提出を受け、掲載基準に照らし合わ
せて可否を決定します。

③ 掲載料の支払い　掲載が決定した後、指定の納付書で掲
載料金を支払ってください。

　広告の取扱いについては、知立市広告掲載要綱に基づいて
行います。
　詳細については、市ホームページでご確認いただくか、協働
推進課秘書広報係へお問合せください。
▶問合せ　協働推進課　秘書広報係（☎95-0112）
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　市では、新たな財源確保を目的に広報ちりゅう・市ホームページに掲載する有料広告を募集しています。掲載までの流れ、広

広報ちりゅう・市ホームページに掲載する広告（有料）を募集しています！
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